
（平成２２年７月１４日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 6 件

厚生年金関係 6 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 3 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認三重地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

三重厚生年金 事案 1115 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額については、当該期間のうち、平

成 17 年７月及び同年８月は 24 万円、同年９月は 20 万円、同年 10 月から同

年 12月までは 24万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、平成 17 年７月から同年 12 月までの上記訂正後の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を除く。）を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでない

と認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 16年９月１日から 18年６月 28日まで 

             ② 平成 15年８月から 17年 12月まで（賞与） 

申立期間①については、給与支払明細書に記載されている報酬月額とね

んきん定期便に記載されている標準報酬月額が相違しており、申立期間②

については、給与支払明細書は無いが、賞与をもらっていたはずであるの

に同定期便には標準賞与額が記載されていない。申立期間①及び②につい

て標準報酬月額及び標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人から提出された平成 17 年８月分から同年 12

月分までの給与支払明細書、同年の源泉徴収票及び市から提出された同年の

給与支払報告書から、申立人が主張するとおり、報酬月額に見合う標準報酬

月額は、オンライン記録の標準報酬月額よりも高額であることが確認できる。 

しかしながら、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、記録の訂正及び保険給付

が行われるのは、事業主が源泉徴収していたと認められる保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、こ

れらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立期間①のうち、平成



                      

  

17 年７月及び同年８月は 24 万円、同年９月は 20 万円、同年 10 月から同年

12月までは 24万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、事業主は不

明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらない

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たら

ないことから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間①のうち、平成 16 年９月、17 年１月から同年６月までの

期間及び 18 年１月から同年５月までの期間の標準報酬月額については、申立

人から提出された給与支払明細書の厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬

月額とオンライン記録の標準報酬月額が一致しているほか、16 年 10 月から

同年 12 月までの期間の標準報酬月額については、当該給与明細書の厚生年金

保険料控除額は、オンライン記録における標準報酬月額に相当する厚生年金

保険料控除額よりも低額であることが確認できる。 

申立期間②の標準賞与額については、申立人から提出された平成 15 年分か

ら 17 年分の源泉徴収票及び市から提出された当該年の給与支払報告書に記載

されている支払金額から算出した平均給与月額は、申立人が提出した給与支

払明細書の報酬月額とほぼ一致することから、賞与が支払われていたとは考

え難い。 

また、事業主及び当該事業所における当時の事務担当者に照会したところ、

「賞与については支払っておらず、社会保険料も控除していなかった。」と

供述している上、オンライン記録により、申立期間に当該事業所において厚

生年金保険被保険者であった同僚の一人も賞与はもらっていない旨の供述を

している。 

このほか、申立期間①のうち、平成 16 年９月から 17 年６月までの期間、

18 年１月から同年５月までの期間及び申立期間②において、申立人が主張す

る標準報酬月額及び標準賞与額に基づく厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、当

該期間について、申立人が主張する標準報酬月額及び標準賞与に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



                      

  

三重厚生年金 事案 1116 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る

記録を平成７年３月 16 日、資格喪失日に係る記録を同年３月 29 日に訂正し、

申立期間①の標準報酬月額を 17万円とすることが必要である。 

また、申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、申立人のＢ社における資格取得日

に係る記録を平成８年３月 26 日に訂正し、申立期間②の標準報酬月額を 20

万円とすることが必要である。 

なお、各事業主は、申立人に係る申立期間①及び②の厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成７年３月 16日から同年３月 29日まで 

             ② 平成８年３月 26日から同年４月１日まで 

申立期間①について、短期間ではあったがＡ社に勤務しており、給与か

ら厚生年金保険料が控除されていた。 

また、申立期間②について、Ｂ社に３か月間勤務し、給与から３か月分

の厚生年金保険料が控除されていたが、厚生年金保険の加入記録では１か

月の空白期間がある。 

申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者であったことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人から提出されたＡ社の社員勤務管理表、平成

７年４月分の給与支給明細書及び７年分給与所得の源泉徴収票から判断する

と、申立人がＡ社に勤務し、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人から提出された給与



                      

  

支給明細書において確認できる厚生年金保険料控除額から、17 万円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、当

時の事業主は保険料を納付したか否かについては不明としているが、仮に、

事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その

後被保険者資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機

会においても社会保険事務所（当時）が当該届出を記録しておらず、これは、

通常の事務処理では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所に資

格得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立

人に係る平成７年３月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、申立期間①に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間②について、申立人から提出された平成８年４月分の給与支給明

細書及び８年分給与所得の源泉徴収票から判断すると、申立人がＢ社に勤務

し、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人から提出された給与

支給明細書において確認できる厚生年金保険料控除額から、20 万円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主が保管している健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認通知書にお

ける資格取得日が平成８年４月１日となっており、申立てどおりの届出は行

っていないと認めていることから、事業主が同日を資格取得日として届け、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間②の保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

三重厚生年金 事案 1117 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、当該期間のうち、平成

12 年７月及び同年８月は 18 万円、同年９月から 14 年７月までの期間は 20

万円、15 年５月から同年８月までの期間は 22 万円に訂正することが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 12年７月１日から 14年８月１日まで 

             ② 平成 15年４月１日から同年９月１日まで 

Ａ社における標準報酬月額及び保険料納付額の記録が給与明細書と異な

っているため、申立期間における標準報酬月額の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人から提出された給与明細書及びＡ社が保管する

賃金台帳から、申立人が主張するとおり、厚生年金保険料控除額に見合う標

準報酬月額はオンライン記録の標準報酬月額よりも高額であることが確認で

きる。 

しかしながら、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律（以下「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定

し、記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと

認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額

の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認

定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、給与明細書及び賃金台帳

において確認できる保険料控除額から、申立期間のうち、平成 12 年７月及び

同年８月は 18 万円、同年９月から 14 年７月までの期間は 20 万円、15 年５



                      

  

月から同年８月までの期間は 22万円とすることが妥当である。 

なお、当該期間に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は不明としているが、給与明細書及び賃金台帳において確認できる報

酬月額及び保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録の標準報酬

月額が長期にわたり一致していないことから、事業主は、給与明細書及び賃

金台帳において確認できる報酬月額及び保険料控除額に見合う標準報酬月額

を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所（当時）は当該標準報酬月額

に見合う厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当

該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 15 年４月の標準報酬月額については、給与明

細書及び賃金台帳から認められる報酬月額に見合う標準報酬月額とオンライ

ン記録の標準報酬月額が一致していることから、特例法による保険給付の対

象に当たらないため、あっせんは行わない。



 

  

三重厚生年金 事案 1118 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録と

されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申

立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 75 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年 12月 22日 

申立期間について、支給された賞与から厚生年金保険料が控除されてい

るが、厚生年金保険の記録に反映されていない。 

申立期間における標準賞与額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びＡ社から提出のあった賞与明細書により、申立人は、その主張

する標準賞与額（75 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主が、申立てに係る賞与支払届を、当該保険料を徴収する権利が

時効により消滅した後の平成 22 年４月１日に提出したとしていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 



                      

  

三重厚生年金 事案 1119 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ会における資格取得日に係る記

録を昭和 19 年 10 月 17 日、資格喪失日に係る記録を 20 年１月４日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を１万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の船員保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年 10月 17日から 20 年１月４日まで 

昭和 19 年９月下旬に私が乗船していたＢ丸が、Ｃ国で敵国の空爆を受け

沈没したため、収容所に居たところ、軍の命令でＤ国に向かうことになり、

申立期間は友人と二人でＥ丸に乗船していたはずである。 

申立期間について、船員保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時の状況について、具体的かつ詳細に記憶している

上、申立人が所持する船員手帳によると、Ｅ丸に係る雇入年月日は昭和 19 年

10 月 10 日、雇止年月日は 20 年１月５日と記載されていることから、申立人

が申立期間に同船に乗船し勤務していたことが確認できる。 

また、申立人が、Ｅ丸に一緒に乗船したと供述している同僚に照会したと

ころ、「Ｅ丸には軍の命令で、信号員として申立人と二人でＣ国から乗船し、

Ｄ国で下船した。」と供述している上、オンライン記録及び船員保険被保険

者台帳によると、当該同僚は昭和 19 年 10 月 17 日から 20 年１月４日までの

期間に船員保険の被保険者となっていることが確認できる。 

さらに、申立人及び当該同僚が供述している当時のＥ丸の従業員数と船員

保険被保険者名簿の船員保険被保険者数がおおむね一致するため、当時、同

船舶においては、ほぼすべての従業員が船員保険に加入していたと考えられ

る。 



                      

  

加えて、Ｅ丸を所有していたＦ社の後継会社であるＧ社に照会したところ、

「当時の船舶は、国の機関であるＡ会が管理しており、保険についても同会

が管理していた。」との回答があった。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間について、Ａ会における

船員保険の被保険者として、事業主により船員保険料を給与から控除されて

いたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、上記同僚の標準報酬月額が１

万 2,000円であることから、１万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る昭和 19 年 10 月から同年 12 月までの保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、仮に、事業主から申立人に係る

被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後被保険者資格の喪失届

を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事

務所(当時)が当該届出を記録しないとは考え難いことから、事業主から社会

保険事務所へ資格の得喪に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険

事務所は、申立人に係る当該期間の保険料について納入の告知を行っておら

ず、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 



                      

 

  

三重厚生年金 事案 1120 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人のＡ社(現在は、Ｂ社)における資格取

得日に係る記録を平成元年４月１日とし、申立期間①の標準報酬月額を 11 万

8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立人は、申立期間②について、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められること

から、申立期間②の標準報酬月額に係る記録を 11 万 8,000 円に訂正すること

が必要である。 

なお、事業主が申立期間②の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す

る義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年４月１日から同年６月６日まで 

             ② 平成元年６月６日から同年 10月１日まで 

平成元年４月１日より現在に至るまで、Ｂ社に継続して勤務している。

平成元年４月分の給与から厚生年金保険料を控除されているので、申立期

間①について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。また、

申立期間②については標準報酬月額を保険料控除額に見合う金額に訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給与明細書及びＢ社から提出された給与台帳により、

申立人が申立期間①にＡ社で継続して勤務し、申立期間①に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、給与明細書及び給与台帳に



                      

 

  

おいて確認できる厚生年金保険料控除額から、11 万 8,000 円とすることが妥

当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認で

きる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せ

ざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当

時）に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

見当たらないことから、行ったとは認められない。 

また、申立期間②について、申立人から提出された給与明細書及びＢ社か

ら提出された給与台帳から、申立人が主張するとおり、報酬月額に見合う標

準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額よりも高額であることが確認

できる。 

しかしながら、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、記録の訂正及び保険給付

が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、こ

れらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することになる。 

したがって、申立期間②の標準報酬月額については、給与明細書により確

認できる厚生年金保険料控除額から、11 万 8,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間②の上記訂正後の標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行したか否かについては、事業主は不明としてお

り、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に行ったか否

かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないこと

から、行ったとは認められない。 

 



                      

 

  

三重厚生年金 事案 1121 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年 11月 11日から 36 年７月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入期間について照会したと

ころ、申立期間について厚生年金保険に加入していない旨の回答をもらっ

た。しかし、私は昭和 35 年 11 月 11 日からＡ社に勤務していたので、申立

期間について厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間において、臨時雇用員及び試用員としてＡ社に勤務し

ていたと申し立てており、申立人がその後、昭和 36 年７月１日からＢ共済組

合に加入した経過から考えると、申立人は、申立期間において、Ａ社に勤務

していたことは推認できる。 

しかし、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の適用、厚生年金保険料の

控除の状況についてＣ団体に照会したところ、「Ａ社が臨時雇用員や試用員

に対し、厚生年金保険等への加入を勧めるようになったのは、昭和 38 年９月

７日付の内部規程による、昭和 38 年 10 月１日施行以降のことであり、申立

期間は当該事業所が厚生年金保険の適用事業所としての届出をする前の期間

のため、給与から厚生年金保険料の控除は行っていない。」との回答があっ

た。 

また、申立人が記憶している同僚についても、Ａ社における厚生年金保険

の加入記録は無い上、昭和 35 年 11 月１日から正規職員となった 36 年９月１

日まで日雇労働者健康保険被保険者となっている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

  

三重厚生年金 事案 1122 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年９月１日から 17年９月１日まで 

申立期間について、オンライン記録の標準報酬月額と、実際に受けてい

た報酬額に差が有るので、調査の上、標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標

準報酬月額を改定又は決定し、記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事

業主が源泉徴収していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれ

ぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額

のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

申立人の所持する給与明細書から、申立人が主張するとおり、報酬月額に

見合う標準報酬月額は、社会保険事務所（当時）に届け出られた標準報酬月

額よりも高い額であることが確認できる。 

しかし、申立人が所持する申立期間の一部に係る給与明細書に記載されて

いる厚生年金保険料控除額に基づく標準報酬月額は、オンライン記録の標準

報酬月額と一致していることが確認できる。 

このほか、申立期間について、標準報酬月額に誤りがあることをうかがわ

せる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

三重厚生年金 事案 1123 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年３月１日から同年７月１日まで 

私は、昭和 22 年１月 21 日にＡ社（現在は、Ｂ社）に入社したが、同年

３月分の給料から保険料が控除されているのではないかと同僚から聞いた。

申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、Ｃ健康保険組合の資格取得日及びＤ企業年金基金にお

けるみなし加算開始日が昭和 22 年１月 21 日と確認できることから、申立人

が申立期間にＡ社に勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、申立人と同日（昭和 22 年７月１日）に厚生年金保険被保険

者資格を取得している複数の同僚に聴取したところ、入社日は２月、３月、

４月など一定ではなく、同僚の一人は、「一緒に入社した者が会議室に集ま

り、会社から厚生年金保険の説明を受け、同年７月に一斉に加入した。」と

供述している。 

また、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿により申立期間における

被保険者資格の取得状況を調査したところ、昭和 22 年４月に資格取得した２

人以外は同年７月に 119 人（申立人を含む。）が一斉に資格取得しているこ

とから、同事業所においては、当時、一定期間内に採用した者をまとめて厚

生年金保険に加入させていたことがうかがわれる。 

さらに、Ｂ社が保管している厚生年金保険被保険者台帳には、申立人の資

格取得日は昭和 22 年７月１日と記載されており、これは、Ａ社の健康保険厚

生年金保険被保険者名簿の記録と一致している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


